
 
令和８年度 小学校英語指導助手配置派遣業務仕様書 

 

 （総則） 

第１条 横浜市（以下「甲」という。）及び労働者派遣を行う事業主（以下「乙」という。）

とは、労働者派遣業務履行に際し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律」（以下「労働者派遣法」という。）に定めるもののほか、この

派遣業務仕様書等に従い、派遣業務履行に関する法令を遵守して行わなければならな

い。 

 

 （契約期間） 

第２条 契約期間は、令和８年４月 1日から令和９年３月 31日までとする。 

 

 （派遣先） 

第３条 派遣先は、次のとおりとする。 

(1) 横浜市立小学校 335校（以下「派遣先学校」という。） 

(2) 教育委員会事務局学校経営支援課（以下「学校経営支援課」という。） 

(3) 派遣先学校又は学校経営支援課が命じた場所 

 

 （派遣量） 

第４条 派遣業務の実施量は最大 202日間とする（原則として１日実働５時間 50分）。 

    派遣人数は原則 233名とし、詳細は、別途甲の指定するとおりとする。 

 

 （業務内容） 

第５条  乙は、乙の雇用する講師（以下「講師」という。）を派遣先に配置するとともに、

講師に対し、学校長が編成した教育課程に基づく英語教育を実施させる。 

  また、業務を円滑に履行するため、乙は当該業務を主管する課長級職員（以下「主管

課長」という。）、指導主事及び外国語指導主事助手と十分な連絡調整を行うこと。 

２ 講師は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 派遣先学校の担当教員の指示に基づく、ティーム・ティーチングの効果的な実施 

(2) 英語教材作成 

(3) ｢横浜英語村｣(子どもたちが英語だけで活動する場)における英語指導 

(4) 英語教育に関する研究会及び研修会等における英語指導 

(5) 効果的な授業実践に関する支援及び情報提供 

(6) その他、主管課長が必要性を認め、乙が合意した業務 

 

（指揮命令者） 

第６条 派遣業務に従事する講師に対する指揮命令者は、原則として派遣先学校の校長

とする。ただし、副校長又は学級担任等が代わって指揮する場合がある。 

２ 派遣先が学校経営支援課又は学校経営支援課が命じた場所の場合は、原則として主

管課長を指揮命令者とする。ただし、主管課長が認めた者が代わって指揮する場合が

ある。



 
（講師の資格等） 

第７条 講師は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。 

 (1) 日本で英語教育を行うにあたり適切な就労査証（教育）を取得していること。た

だし、就労制限のない査証（永住者、日本人の配偶者等）の取得者は、就労査証（教

育）と同等（英語により 12年以上の教育を受けている等）の要件を満たしているこ

と。 

(2) 大学卒業又はこれと同程度以上の能力を持つ者であること。 

(3) 日本の教育制度を理解していること。 

(4) 英語の発音、リズム、イントネ－ションにおいて優秀であり、かつ現代の標準的

な英語力を備えていること。また、文法力が優れていること。 

(5) 日本語による意志疎通が良好に図れること。 

(6) 児童との人間関係を良好に図れること。 

(7) 学校教育に携わるのに適した者であること。 

 

 （遵守事項） 

第８条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

 (1) 派遣契約の締結に際し、一般労働者派遣事業の許可を受けていること。  

 (2) 講師を派遣するに当たり、法令及び横浜市の定める条例、規則等に従うこと。 

 (3) 講師を派遣するに当たり、次項に掲げる事項を講師に遵守させること。 

 (4) 業務遂行に必要な研修を適宜実施する等、確実な業務の履行を図ること。 

(5) 綿密な連絡体制を整備し、確実な業務の履行を図ること。 

(6) 法令等に特別の定めがある場合を除くほか、業務上知り得た秘密を漏らさないこ

と。 

(7) 法令に基づき、各種保険等へ講師を加入させること。 

(8) 法令に基づき、講師の健康診断を行うこと。 

(9) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者を派遣しないこと。  
 

２ 講師は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

(1) 法令及び横浜市の定める条例、規則等に従うこと。 

(2) その職務を遂行するに当たり、指揮命令者の指揮命令に従うこと。 

(3) 横浜市が管理する財産の保全と効率的使用に、十分な注意を払うこと。 

(4) 秩序と品位の保持に努め業務を遂行すること。 

(5) 甲の信用を傷つけ、または甲の不名誉となるような行為を行わないようにするこ

と。 

(6) 法令等に特別の定めがある場合を除くほか、業務上知り得た秘密を漏らさないこ

と。 

(7) 業務遂行上、営利活動、宗教活動又は政治活動を行わないこと。 

 

３ 本条第１項に定める事項を乙が遵守していないと甲が判断した場合、乙は、速やか

に改善をはかるものとする。 



 
４ 乙による業務の履行に問題があると甲が判断した場合、乙は、速やかに改善をはか

るものとする。 

 

（業務履行日及び業務履行時間） 

第９条 業務履行日は、原則として、横浜市立学校の管理運営に関する規則（昭和 59年

教育委員会規則第４号）第４条で定める休業日を除く日とする。 

２ 業務履行は、原則として、前項の規定で定める業務履行日の午前８時 30分から午後

４時 45分までとし、これ以外の時間は業務履行時間と認めない。派遣先学校は年度の

初めに業務履行時間が６時間 50 分（休憩時間 60 分を含む）となるよう、固定の業務

開始時間と終了時間を決定し、乙へ報告するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、乙と派遣先学校はあらかじめ協議の上、派遣業務履行時

間を変更することができる。 

 

 （代理講師） 

第 10条 乙の都合により当日担当予定の講師が業務の履行をできず、派遣先学校の要請

がある場合には、乙は代替の講師により業務を履行するよう努めるものとし、代替の

講師を派遣できない場合、履行期間中の他の日に振替を実施する。また、講師に関わる

全ての責任は、乙にあることとする。 

 

 （費用負担） 

第 11条 交通費等、業務の履行に要する一切の費用は、乙の負担とする。 

 

 （報告） 

第 12条 乙は、本派遣業務履行月の翌月末日までに、業務の報告書を甲に提出する。 

 

 （実施確認・派遣代金） 

第 13条 本派遣業務の実施確認は、前条の報告書によって行う。また、契約金の支払い

は、毎月の実施確認終了後、請求書に基づき支払う。また、１か月の支払金額は、以下

の計算式に則り算出するものとし、合計金額及び消費税は、１円未満切捨てとする。 

 

 支払金額（月額）＝日額（税別）×月間総派遣予定日数（時間）×派遣履行率（※）×

税率 

 

※派遣履行率とは、月間総派遣予定日数（時間）に対して、派遣労働者が派遣先において

実際に派遣労働に従事した時間の割合を指すものとする。派遣労働者の自己都合によ

り実働時間を短縮した場合に、この計算式を適用するものとする。 

 

 （苦情処理方法） 

第 14条 甲、乙及び派遣先学校は、派遣業務における講師からの苦情申出を受ける者を

それぞれ選任し、互いに連携しながら、誠意をもって適切かつ迅速に処理するものと

する。 



 
（安全衛生） 

第 15条 甲及び乙は、講師に対する労働安全環境の保持に努めること。 

２ 講師は派遣先学校において職員等が利用する机、更衣室等を使用することができる。 

 

（こども性暴力防止法への対応） 

第 16条 乙は、令和６年６月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者によ

る児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号）」の施

行が令和８年 12 月 25 日に予定されていることに伴い、子どもへの性暴力を防ぐための

対応を行うこと。特に当該法律第２条８項の該当の有無を確認し、該当すると確認でき

た者の配置はしないこと。 

 

 

（その他） 

第 17条 派遣契約期間中、乙の提案内容に著しい虚偽が発見された場合、甲は速やかに

契約を解除できるものとする。 

２ 職務上の災害または通勤による災害に対する補償については、乙の定めるところに

よるものとし、甲は当該講師及び乙に対し賠償責任等は一切負わないものとする。ただ

し、その発生が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。 

３ 乙は、講師の故意または過失により、児童、教職員等に損害を与えたときは、その

損害を賠償する。 

４ その他、故意、過失にかかわらず、本派遣業務履行に関し発生した損害（第三者に

及ぼした損害も含む）は乙の負担とする。ただし、その発生が甲の責に帰すべき事由

による場合は、この限りでない。 

５ 派遣開始にあたり、乙は講師に対する事前研修を必ず実施するとともに、子どもの

人権に配慮すべき項目等についての啓発を行うこと。また、派遣期間中も必要に応じ

て指導や研修を行い、講師の技術向上に努めること。この経費については、乙が負担

する。 

６ 乙及び派遣労働者は、執務室への執務室及び生徒が活動する場所への私用のスマー

トフォン等 の携帯電話、タブレット端末、モバイル PC、デジタルカメラ、USB メモ

リー等の電子機器の持込を禁止する。手荷物等は、甲が指定する保管場所等に保管す

ること。ただし、派遣労働者本人の医療的配慮が必要な場合等、真にやむを得ない場

合については、校長または校長代理にあらかじめ承諾を得ることで、私用の情報機器

等を持ち込ませることができるものとする。なお、その場合においても、写真や動画

等の撮影は禁止するものとする。 

 

７ この仕様書に定めのない事項が生じた場合は、労働者派遣法、横浜市契約規則及び

委託契約約款の定めるところによるほか、必要に応じて甲及び乙が双方協議の上、こ

れを定めるものとする。 


